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　水道メーターは、みなさんが
使用した水量を正確に計る大切
なものです。計量法により使用
期限が定められているため、定
期的に取り替えなければなりませ
ん。水道メーターの取り替え工事は、水道局が委託した
指定工事業者がみなさんの家を訪問して行います。
※取り替え費用の個人負担はありません。
※訪問する指定工事業者は、水道局が委託したことを証
明する「顔写真入りの証明書」を携帯しています。

水道メーターの取り替えに
ご協力を！

水道局からのお　　　らせ知
水道局職員を装った
悪質業者にご注意を！

　水道局の職員を装ったり、水
道局から依頼されたなどと偽っ
て、浄水器の設置や給水管の清
掃作業を行うなどの悪質な商法
によるトラブルが発生しています。
水道局では次のようなことは一切

しませんので、ご注意ください。

▽家庭を訪問し、物品 ( 浄水器など）の販売や給水管の
清掃を行う

▽一方的に水質検査や水道工事に訪れ、料金を請求する
　水道局職員は、「顔写真入りの証明書」を常に携帯し
ています。不審な点がある場合は、証明書の提示を求め
るか、その場で水道局にお問い合わせください。

問い合わせ先 水道局 （0857）53-7811
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問い合わせ先　鳥取社会保険事務所 （0857）27-8311

　社会保険庁では、年金の加入記録を記載した「ねんき
ん特別便」を順次お送りしています。

【緑色の封筒でお届けします】　
　◎年金受給者・・・本年 4 月から 5 月までの間
　◎現役加入者・・・本年 6 月から 10 月までの間
＊年金記録の確認をお願いします＊
　年金記録に「もれ」や「間違い」がないか十分に確認
してください。「もれ」や「間違い」がある場合もない場
合も、必ずご回答ください。

【3 月までに青色の封筒で届いた人】
　年金記録にもれがある可能性が高い人です。まずは「ね
んきん特別便専用ダイヤル」にお電話ください。結びつ
く可能性のある記録の具体的な情報を提供します。
ねんきん特別便専用ダイヤル　0570-058-555

月〜金曜日　9:00 〜 20:00
第 2 土曜日　9:00 〜 17:00

「ねんきん特別便」 
記録の確認にご協力を

特定健診（メタボ健診）
を受診しましょう！

　糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習
慣病を予防するため、40 歳〜 74 歳の国民健康保険加入
者を対象として、特定健診（メタボ健診）を実施しています。
　生活習慣病発症の前段階であるメタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群）またはその予備群が疑われる
人の割合は、男女とも 40 歳以上で高くなり、男性では
2 人に 1 人、女性では 5 人に 1 人といわれています。
　対象者には 7 月に受診券を郵送していますので、早
めに市内の医療機関などで受診しましょう。

【受診方法】

▽受診場所：市内の医療機関または健診機関

▽持参するもの：受診券、国民健康保険被保険者証

▽受診期間：平成 21 年 2 月 28 日（土）まで
問い合わせ先 中央保健センター総合健診室
　　　　　　  （0857）20-0320
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問い合わせ先 市役所本庁舎環境政策課 （0857）20-3176

　10 月 1 日から、以下の行為を行うと 2 万円以下の過料
を科せられる場合があります。
●公共の場所でのポイ捨て ●公共の場所への飼い犬のふ
んの放置 ●公共の場所での歩行喫煙 ●自販機に回収容器
を設置しない、管理しない
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集募 市営住宅入居者
　入居を希望する人は、建築住宅課、各総合支所産業建
設課および駅南庁舎総合窓口にある申込書に、必要事項
を記入のうえ、添付書類を添えてお申し込みください。
※添付書類には、取得に日数がかかるものもありますの

で、早めの手続きをお願いします。
※駅南庁舎総合窓口は申込書の配布だけです。手続きの

説明や申込書の提出はできないので、ご注意ください。
※本募集は 9 月号掲載予定でしたが、今号掲載となった

ことをおわびします。なお、9 月の募集時に申し込み
をされた人は同一団地の募集ですので、再度応募され
る必要はありません。

■受付期間　10 月 1 日（水）〜 7 日（火）

種　別 団地名 戸　数 規　格 月額家賃（円）

一般

旭　町 1 3 ＤＫ 23,100 〜 38,200

大　森 1 3 ＤＫ 24,600 〜 40,700

賀　露 1 3 ＤＫ 29,300 〜 48,500

徳　吉 2 3 ＤＫ 11,600 〜 25,800

湯　所 1 2 ＤＫ 22,800 〜 37,800

城山（青谷） 4 3 ＤＫ 14,500 〜 30,500

勝見（気高） 1 2 ＤＫ 24,500 〜 40,700

ほき元（佐治） 1 ３ＤＫ 17,000 〜 28,100

シルバー 賀　露 1 2 ＤＫ 23,300 〜 38,600

勤労者 城山（青谷） 2 2 ＤＫ 30,000

特賃

旭　町 4 ３ＤＫ 65,000

湖　山 1 ３ＤＫ 80,000
西町第二
（青谷） 1 3 ＤＫ 55,000

若者向け
グリーン
ハイツ
あおや

1 51.45 ㎡
（店舗） 20,580

1 67.58 ㎡
（店舗） 27,030

申し込み・問い合わせ先　市役所本庁舎建築住宅課 
（0857）20-3291 ／各総合支所産業建設課
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